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小
賀
野
晶
一
先
生
が
平
成
二
七
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
定
年
よ
り
三
年
早
く
千
葉
大
学
を
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
、
早
稲
田

大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
を
単
位
取
得
退
学
後
、
秋
田
大
学
講
師
・
助
教
授
・
教
授
を
経
て
、
平
成
一
四
年
一
〇
月
に
千

葉
大
学
法
経
学
部
教
授
に
着
任
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
六
年
四
月
に
大
学
院
専
門
法
務
研
究
科
が
設
置
さ
れ
る
と
同
時
に
同
教
授

（
法
経
学
部
教
授
兼
任
）
と
し
て
民
法
、
環
境
法
を
担
当
さ
れ
、
平
成
二
三
年
四
月
か
ら
は
法
経
学
部
教
授
（
学
部
長
）、
平
成
二
五

年
四
月
に
は
法
政
経
学
部
教
授
（
教
育
研
究
評
議
員
）
を
務
め
ら
れ
、
学
部
で
は
、
民
法
総
論
、
都
市
生
活
法
、
基
礎
ゼ
ミ
、
三
・

四
年
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
な
ど
を
担
当
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
永
年
に
わ
た
り
、
民
法
の
現
代
化
、
そ
こ
に
お
け
る
生
活
お
よ
び
生
活
関
係
に
関
す
る
規
範
の
あ
り
方
に
関
心
を
向
け

ら
れ
、
現
代
化
す
る
民
法
を
都
市
生
活
法
と
位
置
づ
け
、
都
市
生
活
法
の
主
要
分
野
と
し
て
成
年
後
見
、
事
故
、
環
境
問
題
な
ど
を

掲
げ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
民
法
学
者
の
立
場
か
ら
検
討
を
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

先
生
の
ご
研
究
は
大
変
広
範
囲
に
渉
り
ま
す
が
、
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
は
三
つ
、
身
上
監
護
制
度
論
、
寄
与
度
論
お
よ
び
環
境

配
慮
義
務
論
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
一
に
、
身
上
監
護
制
度
論
は
、
民
法
改
正
お
よ
び
特
別
法
制
定
に
よ
っ
て
平
成
一
二
年
年
四
月
に
実
施
さ
れ
た
成
年
後
見
制
度
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に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
制
度
は
、
判
断
能
力
が
低
下
し
た
者
の
財
産
管
理
と
身
上
監
護
の
支
援
を
目
的
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
、
先
生
の
ご
研
究
は
、
成
年
者
の
身
上
監
護
に
つ
い
て
民
法
上
の
位
置
づ
け
や
機
能
を
制
度
上
明
確
に
す
る
役
割
を
果
た
さ
れ

ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、『
成
年
身
上
監
護
制
度
論
―
―
日
本
法
制
に
お
け
る
権
利
保
障
と
成
年
後
見
法
の
展
望
』（
平
一
二
）
で
、

成
年
身
上
監
護
制
度
の
あ
る
べ
き
姿
と
基
礎
理
論
を
求
め
、
成
年
後
見
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
総
合
的
に
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら

に
、『
民
法
と
成
年
後
見
法
―
―
人
間
の
尊
厳
を
求
め
て
』（
平
二
四
）
で
は
、
成
年
後
見
実
務
の
一
一
年
余
の
実
績
を
踏
ま
え
て
身

上
監
護
論
を
民
法
現
代
化
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
個
人
の
確
立
と
地
域
に
お
け
る
連
携
を
要
素
と
す
る
人
間
尊
厳
の
民
法
学
を
追
求

さ
れ
ま
し
た
。

第
二
に
、
寄
与
度
論
は
、
不
法
行
為
損
害
賠
償
責
任
の
要
素
で
あ
る
因
果
関
係
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
判
例
・
通
説
の

相
当
因
果
関
係
論
に
対
し
て
有
力
学
説
が
批
判
し
、
学
説
が
混
迷
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
、
法
理
論
に
お
け
る
混
迷
が
損
害
賠

償
実
務
に
お
い
て
理
論
の
適
切
な
運
用
を
妨
げ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
、
割
合
的
認
定
論
、
と
り
わ
け
寄
与
度
論
を
提
唱
さ
れ
ま
し

た
。
具
体
的
に
は
、
寄
与
度
論
に
お
い
て
割
合
的
因
果
関
係
論
の
本
質
に
学
び
、
同
時
に
、
相
当
因
果
関
係
論
に
お
け
る
相
当
性
の

判
断
方
法
を
採
り
入
れ
る
べ
き
こ
と
を
理
論
的
に
の
み
な
ら
ず
、
交
通
事
故
、
労
災
、
医
療
過
誤
、
公
害
・
環
境
問
題
な
ど
、
異
な

る
事
故
類
型
に
お
け
る
実
務
上
の
運
用
に
も
目
配
り
を
尽
く
さ
れ
ま
し
た
。

第
三
に
、
環
境
配
慮
義
務
論
は
、
公
害
・
環
境
問
題
に
関
す
る
多
種
多
様
な
規
範
群
の
う
ち
環
境
保
全
の
た
め
の
義
務
的
規
範
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
環
境
法
学
に
お
け
る
最
重
要
課
題
が
環
境
法
に
関
す
る
規
範
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
と

の
認
識
の
下
に
、
環
境
問
題
を
人
間
の
生
活
お
よ
び
生
活
関
係
に
起
因
す
る
問
題
と
捉
え
、
そ
こ
に
通
用
す
る
法
規
範
の
あ
り
方
を

明
ら
か
に
し
、
環
境
配
慮
義
務
を
基
礎
と
す
る
環
境
法
の
体
系
化
を
目
指
さ
れ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、「
私
的
契
約
と
環
境
配

慮
」（『
環
境
と
金
融
―
―
そ
の
法
的
側
面
』（
平
九
））
で
は
、
環
境
保
全
の
実
効
性
を
図
る
た
め
に
民
法
を
中
心
に
私
的
契
約
に
お
け
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る
環
境
配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
る
条
件
を
探
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、「
環
境
配
慮
義
務
論
―
―
環
境
法
論
の
基
礎
的
研
究
」
千
葉
大

学
法
学
論
集
一
七
巻
三
号
（
平
一
四
）
で
は
、
環
境
配
慮
義
務
の
根
拠
を
探
り
、
日
本
環
境
法
制
に
お
け
る
権
利
お
よ
び
義
務
の
あ

り
方
を
追
求
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、「
環
境
配
慮
義
務
論
」（『
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
リ
ス
ク

環
境
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
平
二
一
））

に
お
い
て
は
、
以
上
の
考
え
方
を
確
認
し
、
環
境
法
の
基
本
原
理
と
し
て
環
境
配
慮
義
務
を
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
先
生
は
、
三
本
の
柱
を
中
心
に
研
究
を
積
み
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
お
い
て
一
貫
す
る
も
の
は
、
一
方
で
最

先
端
の
分
野
を
奮
っ
て
開
拓
し
て
ゆ
か
れ
る
進
取
の
気
性
と
、
他
方
で
伝
統
的
な
理
論
に
拠
っ
て
立
つ
民
法
学
者
と
し
て
軸
の
ぶ
れ

な
い
落
ち
着
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
先
生
の
研
究
成
果
は
、
多
く
の
信
頼
と
支
持
を
獲
得
し
、
学
界
と
実
務
界
の
双

方
に
偉
大
な
足
跡
を
遺
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
も
、
千
葉
大
学
で
同
僚
と
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
十
数
年
前
か
ら
、
先
生
の
ご
研
究

に
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
学
術
上
の
交
際
を
認
め
ら
れ
た
光
栄
に
深
く
感
謝
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
先
生
は
、
教
育
者
と
し
て
も
第
一
級
で
あ
ら
れ
ま
し
た
。
第
一
に
、
民
法
、
環
境
法
、
都
市
生
活
法
な
ど
実
に
多
彩
な
授

業
を
様
々
な
レ
ベ
ル
で
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
数
多
く
の
学
生
を
教
え
ら
れ
た
学
部
教
育
に
お
い
て
は
、
民
法
を
中
心
に
授
業
を
担
当

さ
れ
、
国
家
・
地
方
公
務
員
、
民
間
企
業
、
法
曹
界
、
大
学
院
な
ど
あ
ら
ゆ
る
進
路
に
対
応
す
る
基
礎
知
識
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
法
科
大
学
院
に
お
い
て
は
、
学
生
参
加
型
の
授
業
を
民
法
と
環
境
法
に
お
い
て
展
開
さ
れ
、
学
生
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
大

い
に
高
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
（
後
の
人
文
社
会
科
学
研
究
科
）
に
お
い
て
は
、
国
内
外
の
次
世

代
の
研
究
者
養
成
に
献
身
さ
れ
、
若
手
研
究
者
の
ス
タ
ー
ト
に
助
力
さ
れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
教
育
行
政
に
お
い
て
も
、
着
実
な
実
績
を
残
さ
れ
ま
し
た
。
平
成
一
七
年
四
月
か
ら
平
成
一
八
年
三
月
ま
で
法
経
学
部

総
合
政
策
学
科
長
、
平
成
二
二
年
四
月
か
ら
平
成
二
三
年
三
月
ま
で
博
士
後
期
課
程
社
会
科
学
専
攻
長
、
平
成
二
三
年
四
月
か
ら
平

小賀野晶一先生を送る

７



成
二
五
年
三
月
ま
で
法
経
学
部
長
、
平
成
二
七
年
三
月
ま
で
教
育
研
究
評
議
員
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
と
り
わ
け
法
経
学
部
長
在
任

中
に
、
法
経
学
部
か
ら
法
政
経
学
部
へ
の
学
部
改
組
を
教
授
会
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
千
葉
大
学
全
体
に
と
っ
て
歴
史
的

な
一
大
事
と
な
る
ご
功
績
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

先
生
は
、
さ
ら
に
、
学
外
に
お
い
て
も
八
面
六
臂
の
ご
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
で
、
学
界
に
お
い
て
は
、
日
本
交
通
法
学
会

理
事
、
日
本
賠
償
科
学
会
理
事
・
評
議
員
、
日
本
成
年
後
見
法
学
会
常
任
理
事
と
し
て
学
会
の
運
営
お
よ
び
発
展
に
尽
力
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
人
間
環
境
問
題
研
究
会
で
は
加
藤
一
郎
、
野
村
好
弘
両
先
生
に
続
き
平
成
二
五
年
一
二
月
よ
り
会
長
と
し
て
会
を
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
で
、
社
会
貢
献
と
し
て
も
、
千
葉
市
消
費
生
活
審
議
会
委
員
、
市
原
市
個
人
情
報
保
護
審
査
会
委
員
、
市
原

市
情
報
公
開
審
査
会
委
員
、
千
葉
県
運
営
適
正
化
委
員
会
委
員
、
公
益
社
団
法
人
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
業
務

審
査
委
員
会
委
員
、
日
本
社
会
福
祉
士
会
成
年
後
見
委
員
会
委
員
、
社
会
福
祉
法
人
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
地
域
福
祉
権
利
擁
護
に

関
す
る
検
討
委
員
会
委
員
、
不
法
投
棄
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
行
政
検
証
委
員
会
等
の
委
員
（
秋
田
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
横
浜

市
、
福
井
県
、
三
重
県
）、
内
閣
府
交
通
事
故
相
談
員
総
合
支
援
事
業
に
係
わ
る
実
務
必
携
編
集
委
員
会
委
員
、
厚
生
労
働
省
労
働
基

準
局
外
ぼ
う
障
害
に
係
る
障
害
等
級
の
見
直
し
に
関
す
る
専
門
検
討
会
委
員
、
厚
生
労
働
省
労
働
保
険
審
査
会
委
員
な
ど
を
歴
任
さ

れ
ま
し
た
。

先
生
は
、
大
学
教
授
と
し
て
非
の
打
ち
所
が
な
い
理
想
的
な
姿
を
私
た
ち
年
少
の
同
僚
に
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

授
業
分
担
の
話
し
合
い
の
場
で
は
、
常
に
穏
や
か
に
温
か
く
私
た
ち
を
包
み
込
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
五
年
前
の
植
木
哲
先
生
、

二
年
前
の
半
田
吉
信
先
生
に
続
い
て
年
長
の
民
法
教
授
が
退
か
れ
、
千
葉
大
民
法
の
幸
せ
な
時
代
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
実
感
せ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
よ
き
薫
陶
を
受
け
た
私
た
ち
後
輩
は
、
先
生
の
た
め
に
退
職
記
念
論
文
集
を
編
み
ま
す
が
、
こ
れ
を
感
恩
の
微

意
と
し
て
お
受
け
下
さ
る
こ
と
を
冀
求
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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先
生
は
、
四
月
よ
り
中
央
大
学
法
学
部
に
お
い
て
再
び
大
学
人
と
し
て
の
任
務
に
就
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
先
生
の
ご
退
職
を
心
か

ら
お
祝
い
し
、
ま
た
、
先
生
の
一
層
の
御
活
躍
・
御
健
康
・
御
長
寿
を
お
祈
り
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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